
戦前日本において、私立学校は小学校教員養成の埒外にあったのか（二）

遠　藤　健　治

美作大学・美作大学短期大学部紀要（通巻第64号抜刷）
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こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　
ま
ず
、
本
稿
に
お
け
る
問
題
意
識
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。す
で
に
筆
者
は
、

京
都
府
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
内
規
を
復
刻
し
、
私
立
学
校
が
無
試
験
検
定
を

と
お
し
て
小
学
校
教
員
を
養
成
し
た
事
実
を
明
ら
か
に
し
た
１

。
し
か
し
、
戦
前

日
本
の
小
学
校
教
員
検
定
制
度
に
お
い
て
は
、
無
試
験
検
定
の
一
方
で
、
試
験
検

定
も
存
在
し
た
。
で
は
、
私
立
学
校
は
、
無
試
験
検
定
同
様
、
試
験
検
定
を
と
お

し
て
も
小
学
校
教
員
を
養
成
し
た
の
か
。
本
稿
は
、そ
う
し
た
問
題
意
識
の
も
と
、

試
験
検
定
、
そ
の
う
ち
の
臨
時
試
験
検
定
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
先
行
研
究
に
お

い
て
等
閑
に
付
さ
れ
て
き
た
私
立
学
校
に
よ
る
小
学
校
教
員
検
定
を
と
お
し
た
小

学
校
教
員
の
養
成
に
ひ
か
り
を
あ
て
、
戦
前
日
本
に
お
け
る
師
範
学
校
以
外
の
多

様
な
小
学
校
教
員
の
輩
出
経
路
を
解
明
し
た
い
。

　
つ
ぎ
に
、
小
学
校
教
員
試
験
検
定
内
規
と
は
何
か
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。

そ
れ
は
、
主
と
し
て
小
学
校
教
員
免
許
状
ご
と
の
試
験
検
定
に
お
け
る
学
歴
お
よ

び
教
職
歴
に
応
じ
た
免
除
科
目
を
定
め
た
行
政
内
部
文
書
で
あ
る
。
文
部
省
は
、

「
小
学
校
令
施
行
規
則
」
第
一
〇
八
条
か
ら
第
一
一
二
条
に
お
い
て
、
小
学
校
教

員
免
許
状
ご
と
の
試
験
検
定
科
目
お
よ
び
そ
の
程
度
を
定
め
た
。
そ
の
一
方
で
、

第
一
一
三
条
に
お
い
て
、
試
験
検
定
科
目
の
免
除
者
を
列
記
し
た
。
一
例
と
し
て
、

一
九
〇
〇
（
明
治
三
三
）
年
文
部
省
令
第
一
四
号
を
み
る
な
ら
ば
、「
師
範
学
校
、

中
学
校
、
高
等
女
学
校
教
員
免
許
状
ヲ
有
ス
ル
者
」
を
は
じ
め
と
す
る
七
者
が
、

そ
れ
に
該
当
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
文
部
省
は
、
そ
の
七
者
を
対
象
と

し
て
、
い
か
な
る
小
学
校
教
員
免
許
状
の
取
得
に
際
し
、
い
か
な
る
科
目
を
免
除

す
る
の
か
ま
で
を
定
め
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
の
判
断
は
、
道
府
県
に
委
ね
ら
れ

た
。
そ
こ
で
、
道
府
県
は
、
そ
れ
ら
の
事
項
を
小
学
校
教
員
試
験
検
定
内
規
に
お

い
て
定
め
た
。

　
で
は
、
本
稿
は
、
な
ぜ
京
都
府
を
事
例
と
す
る
の
か
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
も

述
べ
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
、
京
都
府
に
お
け
る
小
学
校
教
員
検
定
関
係
簿
冊
の
現

存
状
況
が
全
国
随
一
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
伴
い
、
小
学
校
教
員

試
験
検
定
内
規
も
、
他
道
府
県
と
比
べ
、
よ
り
多
く
の
発
掘
が
期
待
さ
れ
る
。

　
最
後
に
、
小
学
校
教
員
試
験
検
定
内
規
を
復
刻
す
る
先
行
研
究
に
つ
い
て
も
述

一
、
は
じ
め
に

　
本
稿
は
、
戦
前
京
都
府
に
お
け
る
私
立
学
校
に
よ
る
小
学
校
教
員
養
成
に
注
目

し
、
京
都
府
小
学
校
教
員
試
験
検
定
内
規
を
復
刻
す
る
こ
と
に
よ
り
、
私
立
学
校

が
臨
時
試
験
検
定
を
と
お
し
て
小
学
校
教
員
を
養
成
し
た
事
実
を
明
ら
か
に
す
る

要
約

　
本
稿
は
、「
戦
前
日
本
に
お
い
て
、
私
立
学
校
は
小
学
校
教
員
養
成
の
埒
外
に

あ
っ
た
の
か
」
と
い
う
問
題
意
識
の
も
と
、
私
立
学
校
に
よ
る
小
学
校
教
員
養
成

に
注
目
し
、
京
都
府
小
学
校
教
員
試
験
検
定
内
規
の
復
刻
を
と
お
し
、
新
た
な
師

範
学
校
以
外
の
小
学
校
教
員
養
成
輩
出
経
路
の
解
明
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
る
。

美
作
大
学
・
美
作
大
学
短
期
大
学
部
紀
要

　
二
〇
一
九
，
第
六
十
四
号
　
一
〜
八

論
　
　
文

　
戦
前
日
本
に
お
い
て
、

　
　
私
立
学
校
は
、
小
学
校
教
員
養
成
の

埒
外
に
あ
っ
た
の
か
（
二
）

　
　
　
　
―

京
都
府
小
学
校
教
員
試
験
検
定
内
規
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
復
刻
を
と
お
し
て

―

W
as N

o Training C
onducted for Prim

ary Teachers at Private Schools in 
the Pre-W

ar Period in Japan?(2) The R
eproduction of Internal R

egulations 
for Providing Licenses for Prim

ary School Teachers in K
yoto

遠
　
藤
　
健
　
治

　
キ
ー
ワ
ー
ド
：
戦
前
京
都
府
、
私
立
学
校
に
よ
る
小
学
校
教
員
養
成
、
小
学
校
教
員
試
験
検
定
内
規



─ 2 ─

内
規
①
：
「
小
学
校
教
員
幼
稚
園
保
母
試
験
検
定
ニ
関
ス
ル
内
規
」
（『
復
命
書
、

小
学
校
教
員
免
許
及
検
定
』
請
求
番
号
大
一
一
―
〇
〇
四
〇
所
収
）

内
規
②
：
「
小
学
校
教
員
幼
稚
園
保
母
試
験
検
定
内
規
」（『
教
育
資
金
・
集

会
・
植
物
園
・
小
学
校
教
員
・
復
命
書
・
検
定
及
免
許
』
請
求
番
号
昭
一
三
―

〇
〇
八
三
所
収
）

　
こ
の
う
ち
、
井
上
が
復
刻
し
た
京
都
府
小
学
校
教
員
試
験
検
定
内
規
は
、
内
規

①
に
該
当
す
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
内
規
②
が
、
筆
者
が
新
た
に
発
掘
し
た

京
都
府
小
学
校
教
員
試
験
検
定
内
規
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
は
、『
検
定
及
免
許
』

請
求
番
号
昭
一
四
―
〇
〇
八
三
―
〇
〇
一
に
も
所
収
さ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
京
都
府
小
学
校
教
員
試
験
検
定
内
規
は
、
右
の
二
点
以
外
に
も
存

在
す
る
の
か
。
存
在
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
京
都
府
は
、
小
学
校
教
員
試
験
検
定

内
規
を
合
計
で
ど
れ
ほ
ど
の
数
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
い
つ
定
め
た
の
か
。
こ
う
し

た
課
題
は
、
史
料
的
な
制
約
の
た
め
、
現
時
点
に
お
い
て
解
明
で
き
て
い
な
い
。

右
に
列
記
し
た
京
都
府
小
学
校
教
員
試
験
検
定
内
規
は
、
現
存
を
確
認
で
き
た
も

の
に
と
ど
ま
る
。

三
、
京
都
府
小
学
校
教
員
試
験
検
定
内
規
の
復
刻

　
さ
て
、
京
都
府
小
学
校
教
員
試
験
検
定
内
規
の
現
存
状
況
を
ふ
ま
え
、
こ
こ
で

は
、
内
規
②
を
復
刻
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
す
で
に
井
上
が
復
刻
し
た
内
規
①
と

合
わ
せ
、
現
存
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
京
都
府
小
学
校
教
員
試
験
検
定
内
規

を
網
羅
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

　
　
　
　
　
小
学
校
教
員
幼
稚
園
保
母
試
験
検
定
内
規

第
一
条

　
小
学
校
教
員
幼
稚
園
保
母
試
験
検
定
ノ
試
験
科
目
ノ
内
分
科
ト
ナ
ス
モ

ノ
左
ノ
如
シ

　
　
〇

　
小
学
校
本
科
正
教
員

　
　
　
　
　
国
語
及
漢
文

　
　
　
　
　
　
国
語
講
読
及
文
法

べ
て
お
こ
う
。現
在
、丸
山
剛
史
を
研
究
代
表
者
と
す
る
科
研
研
究
グ
ル
ー
プ
が
、

小
学
校
教
員
検
定
内
規
の
復
刻
を
進
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
同
グ
ル
ー
プ
に
よ
る

研
究
報
告
書
で
あ
る
『
戦
前
日
本
の
初
等
教
員
養
成
に
お
け
る
初
等
教
員
検
定
の

果
た
し
た
役
割
に
関
す
る
府
県
比
較
研
究
』
（
課
題
番
号
二
六
三
八
一
〇
一
一
、

平
成
二
六
年
度
―
平
成
二
九
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
Ｃ
）
研
究

成
果
報
告
書
、
二
〇
一
八
年
）
に
お
い
て
、
八
道
府
県
２

の
小
学
校
教
員
試
験
検

定
内
規
を
復
刻
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
京
都
府
に
つ
い
て
は
、
井
上
惠
美
子
が
、

一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
一
〇
月
に
は
存
在
が
確
認
さ
れ
る
「
京
都
府
小
学
校
教

員
幼
稚
園
保
母
試
験
検
定
ニ
関
ス
ル
内
規
」
を
復
刻
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
こ
れ

ま
で
京
都
府
に
お
け
る
小
学
校
教
員
試
験
検
定
内
規
を
復
刻
す
る
先
行
研
究
が
皆

無
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
こ
で
の
試
験
検
定
の
運
用
実
態
を
解
明
す
る
う
え
で

貴
重
な
第
一
歩
で
あ
る
。
し
か
し
、
井
上
が
復
刻
し
た
以
外
に
京
都
府
小
学
校
教

員
試
験
検
定
内
規
は
存
在
し
な
い
の
か
。
筆
者
は
、
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館

所
蔵
の
小
学
校
教
員
検
定
関
係
簿
冊
を
調
査
し
た
結
果
３

、
新
た
な
京
都
府
小
学

校
教
員
試
験
検
定
内
規
を
発
掘
し
た
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
は
、
そ
う
し
た
未
公
開
の
京
都
府
小
学
校
教
員
試
験
検
定
内
規

を
復
刻
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
供
覧
の
便
を
は
か
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
い
。
そ

し
て
、
そ
れ
に
よ
り
、
私
立
学
校
は
無
試
験
検
定
同
様
、
試
験
検
定
を
と
お
し
て

も
小
学
校
教
員
を
養
成
し
た
の
か
と
い
う
問
題
意
識
の
も
と
、
そ
の
う
ち
の
臨
時

試
験
検
定
に
注
目
し
、
戦
前
京
都
府
に
お
い
て
私
立
学
校
が
小
学
校
教
員
を
養
成

し
た
事
実
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

二
、
京
都
府
小
学
校
教
員
試
験
検
定
内
規
の
現
存
状
況

　
で
は
、
京
都
府
小
学
校
教
員
試
験
検
定
内
規
は
、
い
か
な
る
現
存
状
況
に
あ
る

の
か
。
筆
者
は
、
前
述
し
た
よ
う
な
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
を
調
査
し
た
結

果
、
現
時
点
に
お
い
て
、
つ
ぎ
の
二
点
の
京
都
府
小
学
校
教
員
試
験
検
定
内
規
を

確
認
し
た
。
そ
の
名
称
と
と
も
に
、
所
収
す
る
簿
冊
名
お
よ
び
請
求
番
号
を
列
記

し
て
お
こ
う
。



─ 3 ─

　
　
　
　
　
　
作
文

　
　
　
　
　
　
習
字

第
二
条
　
小
学
校
専
科
正
教
員
試
験
検
定
ニ
於
ケ
ル
普
通
科
ノ
試
験
ハ
高
等
小
学

校
卒
業
程
度
ニ
於
テ
之
ヲ
行
フ
但
シ
左
ノ
各
号
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ

対
シ
テ
ハ
之
ヲ
欠
ク

　
　
一
、
小
学
校
教
員
免
許
状
ヲ
有
ス
ル
者

　
　
二
、
保
母
免
許
状
ヲ
有
ス
ル
者

　
　
三
、
明
治
四
十
一
年
文
部
省
令
第
三
十
二
号
第
五
条
各
号
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル

者

　
　
四
、
中
学
校
高
等
女
学
校
又
ハ
実
業
学
校
第
二
学
年
ヲ
修
了
シ
タ
ル
モ
ノ

　
　
五
、
高
等
小
学
校
卒
業
者

　
　
六
、
公
立
実
業
補
習
学
校
後
期
卒
業
者

　
　
七
、
前
各
号
ト
同
程
度
以
上
ト
認
定
セ
ラ
レ
タ
ル
者

第
三
条
　
小
学
校
令
施
行
規
則
第
百
十
三
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
某
科
目
ノ
試
験
ヲ
欠

ク
ニ
ハ
左
ノ
各
号
ノ
例
ニ
依
ル

　
　
一
、
小
学
校
本
科
正
教
員

　
　
　
　
１
、
師
範
学
校
中
学
校
高
等
女
学
校
ノ
教
員
免
許
状
又
ハ
高
等
学
校
高

等
科
教
員
免
許
状
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
対
シ
テ
ハ
其
ノ
免
許
科
目

　
　
　
　
２
、
文
部
省
直
轄
学
校
ニ
於
テ
某
科
目
ニ
関
シ
特
ニ
教
員
ノ
職
ニ
適
ス

ル
教
育
ヲ
受
ケ
テ
卒
業
シ
タ
ル
者
ニ
対
シ
テ
ハ
教
員
検
定
ニ
関
ス

ル
規
定
ニ
依
ル
認
定
科
目

　
　
　
　
３
、
昭
和
四
年
度
以
前
ノ
京
都
府
実
業
補
習
学
校
教
員
養
成
所
卒
業
者

ニ
対
シ
テ
ハ
修
身
、
教
育
、
漢
文
講
読
、
歴
史
、
図
画
、
手
工
、

音
楽
ヲ
除
キ
タ
ル
他
ノ
科
目

　
　
　
　
４
、
昭
和
六
年
度
以
降
ノ
京
都
府
実
業
補
習
学
校
教
員
養
成
所
卒
業
者

ニ
対
シ
テ
ハ
図
画
、
手
工
、
音
楽
ヲ
除
キ
タ
ル
他
ノ
科
目

　
　
　
　
５
、
中
学
校
中
学
校
ニ
類
ス
ル
各
種
学
校
卒
業
者
及
専
門
学
校
入
学
者

検
定
規
程
ニ
依
ル
試
験
検
定
ニ
合
格
シ
タ
ル
者
（
男
）
ニ
対
シ
テ

ハ
国
語
（
講
読
及
文
法
、
作
文
）
及
漢
文
講
読
、
歴
史
、
地
理
、

　
　
　
　
　
　
国
語
作
文

　
　
　
　
　
　
習
字

　
　
　
　
　
　
漢
文
講
読

　
　
　
　
　
数
学

　
　
　
　
　
　
算
術

　
　
　
　
　
　
代
数

　
　
　
　
　
　
幾
何
（
三
角
ヲ
含
ム
）

　
　
　
　
　
理
科

　
　
　
　
　
　
博
物

　
　
　
　
　
　
物
理

　
　
　
　
　
　
化
学

　
　
〇
　
尋
常
小
学
校
本
科
正
教
員

　
　
　
　
　
国
語

　
　
　
　
　
　
国
語
講
読
及
文
法

　
　
　
　
　
　
作
文

　
　
　
　
　
　
習
字

　
　
〇

　
小
学
校
准
教
員

　
　
　
　
　
国
語

　
　
　
　
　
　
国
語
講
読
及
文
法

　
　
　
　
　
　
作
文

　
　
　
　
　
　
習
字

　
　
〇

　
尋
常
小
学
校
准
教
員

　
　
　
　
　
国
語

　
　
　
　
　
　
国
語
講
読
及
文
法

　
　
　
　
　
　
作
文

　
　
　
　
　
　
習
字

　
　
〇

　
幼
稚
園
保
母

　
　
　
　
　
国
語

　
　
　
　
　
　
国
語
講
読
及
文
法
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小
学
校
専
科
正
教
員
ノ
場
合
ニ
在
リ
テ
ハ
修
身
、
国
語
、
算
術
及
教
育

大
意
ニ
付
前
項
ノ
規
定
ヲ
適
用
シ
専
科
科
目
ノ
理
論
実
地
及
教
授
法
ニ

付
分
科
ニ
関
ス
ル
規
定
ヲ
準
用
ス

　
　
　
　
他
府
県
ニ
於
テ
得
タ
ル
成
績
佳
良
証
明
書
ハ
第
一
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
授

与
シ
タ
ル
証
明
書
ト
見
做
ス

第
七
条
　
本
科
正
教
員
ノ
試
験
検
定
ニ
於
ケ
ル
実
地
授
業
ハ
各
科
合
格
ノ
者
ニ
限

リ
之
ヲ
行
フ

　
　
　
　
小
学
校
本
科
正
教
員
ノ
試
験
検
定
ニ
於
ケ
ル
実
地
授
業
ハ
尋
常
小
学
校

本
科
正
教
員
免
許
状
受
得
後
一
年
以
上
公
立
小
学
校
訓
導
タ
リ
シ
者
ニ

対
シ
テ
ハ
之
ヲ
欠
ク

　
　
　
　
幼
稚
園
保
母
ノ
試
験
検
定
ニ
於
ケ
ル
実
地
授
業
ハ
第
一
項
ニ
準
シ
之
ヲ

行
フ
但
シ
従
前
ノ
規
程
ニ
依
リ
保
母
免
許
状
受
得
後
一
年
以
上
幼
稚
園

ニ
於
テ
保
母
タ
リ
シ
者
ニ
対
シ
テ
ハ
之
ヲ
欠
ク

第
八
条
　
臨
時
試
験
検
定
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
承
認
セ
ラ
レ
タ
ル
学
校
ヲ
卒
業
ス
ベ

キ
生
徒
ニ
対
シ
テ
ハ
特
別
事
情
ア
ル
場
合
ノ
外
毎
年
三
月
試
験
検
定
ヲ

行
フ

　
　
　
　
　
付
則

　
　
　
本
内
規
ハ
昭
和
六
年
十
月
二
十
六
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
京
都
府
は
内
規
②
に
よ
り
、
小
学
校
教
員
免
許
状
ご
と
の
学

歴
や
教
職
歴
に
応
じ
た
免
除
科
目
（
第
三
条
）
を
主
と
し
て
、
専
科
正
教
員
免
許

状
取
得
の
た
め
の
普
通
学
試
験
や
本
科
正
教
員
免
許
状
取
得
の
た
め
の
実
地
授
業

試
験
の
免
除
者
（
第
二
条
、
第
七
条
）
な
ど
に
つ
い
て
言
及
す
る
と
と
も
に
、

試
験
検
定
科
目
中
の
分
科
構
成
（
第
一
条
）、
な
ら
び
に
そ
れ
を
含
め
た
試
験
検

定
科
目
の
合
格
基
準
（
第
五
条
）、
成
績
佳
良
証
明
書
の
授
与
基
準
お
よ
び
取
り

扱
い
（
第
六
条
）
、
さ
ら
に
臨
時
試
験
検
定
の
実
施
時
期
（
第
八
条
）
に
つ
い
て

定
め
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
内
規
②
は
、
一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年
一
〇
月

二
六
日
よ
り
施
行
さ
れ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
私
立
学
校
に
よ
る
小
学
校
教
員
養
成
と
い
う
本
稿
の
問
題
意
識
に

理
科
、
図
画
、
英
語

　
　
　
　
６
、
高
等
女
学
校
、
高
等
女
学
校
ニ
類
ス
ル
各
種
学
校
卒
業
者
及
専
門

学
校
入
学
者
検
定
規
程
ニ
依
ル
試
験
検
定
ニ
合
格
シ
タ
ル
者
（
女
）

ニ
対
シ
テ
ハ
国
語
（
講
読
及
文
法
、
作
文
）
及
漢
文
講
読
、
歴
史
、

地
理
、
図
画

　
　
　
　
７
、
甲
種
程
度
ノ
実
業
学
校
卒
業
者
ニ
対
シ
テ
ハ
理
科
、
英
語

　
　
二
、
尋
常
小
学
校
本
科
正
教
員

　
　
　
　
中
学
校
高
等
女
学
校
又
ハ
専
門
学
校
入
学
者
検
定
規
程
ニ
依
ル
指
定
学

校
（
以
下
指
定
学
校
ト
称
ス
）
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
及
専
門
学
校
入
学
者

検
定
規
程
ニ
依
ル
試
験
検
定
ニ
合
格
シ
タ
ル
者
（
以
下
専
検
合
格
者
ト

称
ス
）
ニ
対
シ
テ
ハ
修
身
、
教
育
、
音
楽
、
体
操
ヲ
除
キ
タ
ル
他
ノ
科

　
　
　
　
目

　
　
三
、
小
学
校
准
教
員
及
尋
常
小
学
校
准
教
員

　
　
　
　
中
学
校
高
等
女
学
校
又
ハ
指
定
学
校
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
及
専
検
合
格
者

ニ
対
シ
テ
ハ
修
身
、
教
育
、
体
操
ヲ
除
キ
タ
ル
他
ノ
科
目

　
　
四
、
小
学
校
専
科
正
教
員

　
　
　
　
尋
常
小
学
校
本
科
正
教
員
小
学
校
専
科
正
教
員
小
学
校
准
教
員
及
尋
常

小
学
校
准
教
員
ノ
免
許
状
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
対
シ
テ
ハ
教
育
大
意

第
四
条

　
高
等
女
学
校
又
ハ
指
定
学
校
卒
業
者
及
専
検
合
格
者
ニ
シ
テ
幼
稚
園
保

母
ノ
試
験
検
定
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
者
ニ
対
シ
テ
ハ
修
身
、
教
育
、
保
育
、

図
画
、
手
工
、
音
楽
、
体
操
ヲ
除
キ
タ
ル
他
ノ
科
目
之
ヲ
欠
ク

第
五
条

　
試
験
ノ
成
績
ハ
点
数
ヲ
以
テ
之
ヲ
表
シ
各
科
目
（
分
科
ノ
モ
ノ
ニ
ア
リ

テ
ハ
分
科
毎
ニ
）
百
点
ヲ
以
テ
満
点
ト
シ
六
十
点
以
上
ヲ
合
格
ト
ス
但

シ
特
別
ノ
理
由
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
本
規
定
ニ
拘
ラ
ス
特
ニ
審
議
ス

ル
コ
ト
ヲ
得

第
六
条

　
試
験
ニ
合
格
セ
ザ
ル
モ
某
科
目
六
十
点
以
上
ノ
成
績
ヲ
得
タ
ル
モ
ノ
ニ

ハ
成
績
佳
良
証
明
書
ヲ
授
与
ス

　
　
　
　
分
科
ニ
ア
リ
テ
ハ
証
明
書
ヲ
授
与
セ
ズ
シ
テ
次
回
ヨ
リ
其
ノ
試
験
ヲ
欠

ク
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四
、
お
わ
り
に

　
以
上
、
本
稿
は
、
戦
前
京
都
府
に
お
け
る
私
立
学
校
に
よ
る
小
学
校
教
員
養
成

に
注
目
し
、
未
公
開
の
京
都
府
小
学
校
教
員
試
験
検
定
内
規
を
復
刻
す
る
こ
と
に

よ
り
、
私
立
学
校
が
臨
時
試
験
検
定
を
と
お
し
て
小
学
校
教
員
を
養
成
し
た
事
実

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
論
を
進
め
て
き
た
。
そ
れ
は
、
戦
前
日
本

に
お
け
る
師
範
学
校
以
外
の
多
様
な
小
学
校
教
員
の
輩
出
経
路
を
解
明
し
、
ひ
い

て
は
「
戦
前
日
本
に
お
い
て
、
私
立
学
校
は
、
小
学
校
教
員
養
成
の
埒
外
に
あ
っ

た
」
と
い
う
学
界
の
「
常
識
」
を
問
い
直
す
こ
と
で
、
新
た
な
「
常
識
」
を
提
示

し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。

　
も
っ
と
も
、
本
稿
に
は
、
史
料
的
な
制
約
の
た
め
、
残
さ
れ
た
課
題
も
あ
る
。

た
と
え
ば
、
京
都
府
小
学
校
教
員
試
験
検
定
内
規
は
本
稿
が
列
記
し
た
二
点
以
外

に
も
存
在
す
る
の
か
。
存
在
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
京
都
府
は
そ
れ
ら
を
ど
れ
ほ

ど
の
数
、
そ
し
て
い
つ
定
め
た
の
か
な
ど
で
あ
る
。
そ
う
し
た
課
題
を
解
明
す
る

た
め
、
今
後
も
史
料
の
渉
猟
に
努
め
た
い
。

　
た
だ
し
、
そ
れ
ら
未
解
明
の
課
題
を
承
知
し
つ
つ
も
、
本
稿
が
明
ら
か
に
し
た

点
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。
そ
れ
を
一
言
で
言
う
な
ら
ば
、戦
前
京
都
府
に
お
い
て
、

私
立
学
校
は
、
臨
時
試
験
検
定
を
と
お
し
て
小
学
校
教
員
を
養
成
し
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
一
九
三
九
（
昭
和
一
四
）
年
三
月
に
実
施
さ
れ

た
臨
時
試
験
検
定
を
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
京
都
高
等
手
芸

女
学
校
師
範
科
、
成
安
女
子
学
院
裁
縫
部
師
範
科
、
京
都
裁
縫
女
学
校
専
攻
科
と

い
う
私
立
学
校
三
校
が
、
「
臨
時
試
験
検
定
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
承
認
サ
レ
タ
ル
学

校
」
と
し
て
小
学
校
教
員
を
養
成
し
た
事
実
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
ま
た
、
他
の

時
期
に
実
施
さ
れ
た
臨
時
試
験
検
定
に
お
い
て
は
、
京
都
国
学
院
本
科
が
「
承
認

サ
レ
タ
ル
学
校
」
と
し
て
小
学
校
教
員
を
養
成
し
た
事
実
も
認
め
ら
れ
る
５

。
な

お
、
現
時
点
に
お
い
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
れ
ら
「
小
学
校
教
員
臨
時
試

験
検
定
認
定
校
」
６

と
も
称
す
べ
き
学
校
は
、
い
ず
れ
も
私
立
学
校
で
あ
っ
た
。

　
以
上
を
ふ
ま
え
、
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
も
述
べ
て
お
こ
う
。
本
稿
に
よ
り
、

現
存
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
京
都
府
小
学
校
教
員
試
験
検
定
内
規
の
復
刻
は

引
き
つ
け
て
み
る
な
ら
ば
、
第
八
条
に
注
目
さ
れ
る
。
同
条
に
よ
り
、
私
立
学
校

は
、
臨
時
試
験
検
定
を
と
お
し
て
小
学
校
教
員
を
養
成
し
た
。
一
例
と
し
て
、

一
九
三
九
（
昭
和
一
四
）
年
三
月
に
実
施
さ
れ
た
臨
時
試
験
検
定
を
み
て
み
よ
う

４

。
そ
の
実
施
に
際
し
、
京
都
府
は
、
同
年
一
月
、
「
小
学
校
教
員
臨
時
試
験
検

定
並
無
試
験
検
定
出
願
方
通
知
ノ
件
」
を
起
案
し
た
。
そ
し
て
、
「
小
学
校
裁
縫

専
科
正
教
員
臨
時
試
験
検
定
実
施
ニ
関
ス
ル
件
」
と
題
す
る
通
知
案
を
作
成
し
、

そ
れ
を
「
試
験
検
定
内
規
第
八
条
ニ
依
リ
、
臨
時
試
験
検
定
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
承

認
サ
レ
タ
ル
学
校
」
で
あ
る
京
都
高
等
手
芸
女
学
校
師
範
科
、
成
安
女
子
学
院
裁

縫
部
師
範
科
、
京
都
裁
縫
女
学
校
専
攻
科
と
い
う
私
立
学
校
三
校
に
送
付
し
た
。

同
通
知
案
を
引
用
す
る
な
ら
ば
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
小
学
校
裁
縫
専
科
正
教
員
臨
時
試
験
検
定
実
施
ニ
関
ス
ル
件

表
記
ノ
件
ニ
関
シ
、
貴
校
　
　
　
科
卒
業
者
ニ
シ
テ
出
願
希
望
者
ニ
対
シ
、

本
年
三
月
上
旬
、
臨
時
試
験
検
定
ヲ
施
行
ス
、

　
追
テ
、
左
記
御
了
知
ノ
上
、
二
月
五
日
迄
ニ
、
願
書
並
必
要
書
類
添
付
ノ

上
、
出
願
手
続
方
、
取
計
相
成
度
、

　
　
　
　
　
　
　
記

　
　
　
一
、
試
験
科
目

　
教
育
大
意
、
裁
縫
ノ
理
論
、
実
地
、
教
授
法
（
小
学
校

教
員
裁
縫
専
科
正
教
員
）

　
　
　
一
、
出
願
期
日

　
二
月
五
日
限

　
　
　
一
、
身
体
検
査

　
追
テ
決
定
日
時
ヲ
通
知
ス

　
　
　
一
、
学
科
試
験

　
三
月
上
旬
ノ
予
定
（
追
テ
決
定
日
ヲ
通
知
ス
）

　
右
の
通
知
案
の
う
ち
、「
貴
校
」と「
科
」の
間
に
は
、
学
校
に
応
じ
て
「
師
範
科
」
、

「
専
攻
科
」
が
入
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
て
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
京
都
府
が
試

験
科
目
、
出
願
期
間
、
身
体
検
査
、
学
科
試
験
に
関
す
る
通
知
を
私
立
学
校
に
送

付
の
う
え
、
そ
の
卒
業
生
を
対
象
と
し
た
臨
時
試
験
検
定
を
実
施
し
た
こ
と
が
わ

か
る
。
こ
う
し
て
戦
前
京
都
府
に
お
い
て
、
私
立
学
校
は
、
臨
時
試
験
検
定
を
と

お
し
て
小
学
校
教
員
を
養
成
し
た
わ
け
で
あ
る
。
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⑨
内
田
徹
「
埼
玉
県
小
学
校
教
員
乙
種
検
定
施
行
内
規（
一
八
九
二
年
一
二
月
）」

⑩
内
田
徹
「
埼
玉
県
小
学
校
教
員
試
験
検
定
内
規
」

⑪
釜
田
史
「
東
京
府
試
験
検
定
内
規
（
一
九
〇
八
年
一
月
）」

⑫
釜
田
史
「
東
京
府
試
験
検
定
内
規
」

⑬
丸
山
剛
史
「
静
岡
県
国
民
学
校
教
員
、
国
民
学
校
養
護
訓
導
及
幼
稚
園
保
母

試
験
検
定
ニ
関
ス
ル
内
規
（
一
九
四
一
年
一
一
月
）」

⑭
丸
山
剛
史
「
静
岡
県
国
民
学
校
教
員
、
国
民
学
校
養
護
訓
導
及
幼
稚
園
保
母

試
験
検
定
ニ
関
ス
ル
内
規
（
一
九
四
三
年
一
二
月
）」

⑮
丸
山
剛
史
「
静
岡
県
国
民
学
校
教
員
、
国
民
学
校
養
護
訓
導
及
幼
稚
園
保
母

試
験
検
定
ニ
関
ス
ル
内
規
（
一
九
四
四
年
一
二
月
）」

⑯
丸
山
剛
史
「
愛
知
県
国
民
学
校
教
員
試
験
検
定
内
規
」

⑰
井
上
惠
美
子
「
京
都
府
小
学
校
教
員
幼
稚
園
保
母
試
験
検
定
ニ
関
ス
ル
内
規
」

　
　
な
お
、
右
と
重
複
す
る
が
、
笠
間
賢
二
「
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
の
研
究

（
一
）
―
―
宮
城
県
の
場
合
―
―
」（
日
本
教
育
学
会
第
七
六
回
大
会
ラ
ウ
ン

ド
テ
ー
ブ
ル
配
付
資
料
、
於
桜
美
林
大
学
、
二
〇
一
七
年
）
所
収
の
小
学
校
教

員
試
験
検
定
内
規
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
「
宮
城
県
小
学
校
教
員
検
定
内
規
（
一
九
一
五
年
七

（
八
）

月
）」

②
「
宮
城
県
小
学
校
教
員
検
定
内
規
（
一
九
二
四
年
八
月
）」

③
「
宮
城
県
小
学
校
教
員
及
幼
稚
園
保
母
検
定
内
規
（
一
九
三
四
年
四
月
）」

　
　
ま
た
、
笠
間
賢
二
「
『
小
学
校
教
員
検
定
内
規
』
の
研
究
―
―
小
学
校

教
員
検
定
に
お
け
る
免
許
状
授
与
基
準
―
―
」（『
宮
城
教
育
大
学
紀
要
』

五
二
、
二
〇
一
八
年
）
所
収
の
小
学
校
教
員
試
験
検
定
内
規
は
、
つ
ぎ
の
と
お

り
で
あ
る
。

①
「
宮
城
県
小
学
校
教
員
検
定
ニ
関
ス
ル
内
規
（
一
九
〇
〇
年
三
月
）」

②
「
宮
城
県
小
学
校
教
員
検
定
内
規
（
一
九
一
五
年
八
月
）」

③
「
宮
城
県
小
学
校
教
員
検
定
内
規
（
一
九
二
〇
年
七
月
）」

④
「
宮
城
県
小
学
校
教
員
検
定
内
規
（
一
九
二
四
年
八
月
）」

⑤
「
宮
城
県
小
学
校
教
員
及
幼
稚
園
保
母
検
定
内
規
（
一
九
三
四
年
四
月
）」

　
　
そ
し
て
、
研
究
代
表
者
丸
山
剛
史
『
戦
前
日
本
の
初
等
教
員
養
成
に
お
け

終
了
し
た
。
一
方
、
無
試
験
検
定
に
お
い
て
は
、
京
都
府
小
学
校
教
員
無
試
験
検

定
標
準
や
京
都
府
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
内
規
案
の
復
刻
が
残
さ
れ
て
い
る

７

。
今
後
は
、
こ
れ
ら
の
復
刻
も
進
め
、
戦
前
京
都
府
に
お
い
て
私
立
学
校
が
小

学
校
教
員
検
定
を
と
お
し
て
小
学
校
教
員
を
養
成
し
た
事
実
を
さ
ら
に
明
ら
か
に

し
た
い
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
研
究
の
蓄
積
が
、
戦
前
日
本
に
お
け
る
私
立
学
校

に
よ
る
小
学
校
教
員
養
成
と
い
う
新
た
な
師
範
学
校
以
外
の
小
学
校
教
員
の
輩
出

経
路
を
解
明
す
る
こ
と
、
ひ
い
て
は
「
師
範
学
校
だ
け
が
小
学
校
教
員
を
養
成
し

た
。
私
立
学
校
は
、
そ
の
埒
外
に
あ
っ
た
」
と
い
う
学
界
の
「
常
識
」
を
問
い
直

し
、
新
た
な
「
常
識
」
を
示
す
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
。

註１
　
拙
稿
「
戦
前
日
本
に
お
い
て
、
私
立
学
校
は
、
小
学
校
教
員
養
成
の
埒
外
に

あ
っ
た
の
か
―
―
京
都
府
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
内
規
の
復
刻
を
と
お
し
て

―
―
」（『
美
作
大
学
・
美
作
大
学
短
期
大
学
部
紀
要
』
五
一
、
二
〇
一
八
年
）
。

２
　
研
究
代
表
者
丸
山
剛
史
『
戦
前
日
本
の
初
等
教
員
養
成
に
お
け
る
初

等
教
員
検
定
の
果
た
し
た
役
割
に
関
す
る
府
県
比
較
研
究
』
、
課
題
番
号

二
六
三
八
一
〇
一
一
、
平
成
二
六
年
度
―
平
成
二
九
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金

（
基
盤
研
究
Ｃ
）
研
究
成
果
報
告
書
、
二
〇
一
八
年
）
所
収
の
小
学
校
教
員
試

験
検
定
内
規
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
併
記
し
て
い
る
氏
名
は
、

復
刻
者
名
で
あ
る
。

①
丸
山
剛
史
「
北
海
道
小
学
校
教
員
及
幼
稚
園
保
母
検
定
内
規
」

②
丸
山
剛
史
「
北
海
道
小
学
校
教
員
及
幼
稚
園
保
母
検
定
内
規
」

③
釜
田
史
「
岩
手
県
小
学
校
試
験
検
定
内
規
（
一
九
二
五
年
九
月
）
」

④
笠
間
賢
二「
宮
城
県
小
学
校
教
員
検
定
ニ
関
ス
ル
内
規
（
一
九
〇
〇
年
三
月
）
」

⑤
笠
間
賢
二
「
宮
城
県
小
学
校
教
員
検
定
内
規
（
一
九
一
五
年
七
月
）
」

⑥
笠
間
賢
二
「
宮
城
県
小
学
校
教
員
検
定
内
規
（
一
九
二
〇
年
七
月
）
」

⑦
笠
間
賢
二
「
宮
城
県
小
学
校
教
員
検
定
内
規
（
一
九
二
四
年
八
月
）
」

⑧
笠
間
賢
二
「
宮
城
県
小
学
校
教
員
及
幼
稚
園
保
母
検
定
内
規
（
一
九
三
四
年

四
月
）」
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る
初
等
教
員
検
定
の
意
義
と
役
割
に
関
す
る
通
史
的
事
例
研
究
』
、
課
題
番
号

二
三
五
三
〇
九
八
四
、
平
成
二
三
年
度
―
平
成
二
五
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金

（
基
盤
研
究
Ｃ
）
研
究
成
果
報
告
書
、
二
〇
一
四
年
所
収
の
小
学
校
教
員
試
験

検
定
内
規
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
「
静
岡
県
国
民
学
校
教
員
、
国
民
学
校
養
護
訓
導
及
幼
稚
園
保
母
試
験
検
定

ニ
関
ス
ル
内
規
（
一
九
四
一
年
一
一
月
）
」

３
　
紙
幅
の
関
係
上
、
調
査
し
た
す
べ
て
の
簿
冊
名
を
列
記
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
筆
者
は
、
一
九
〇
一
（
明
治
三
四
）
年
か
ら
一
九
四
六
（
昭
和
二
一
）

年
ま
で
を
対
象
期
間
と
し
て
、『
小
学
校
教
員
免
許
状
授
与
者
』
請
求
番
号
明

三
四
―
〇
〇
二
一
を
は
じ
め
と
す
る
小
学
校
教
員
検
定
関
係
簿
冊
合
計
一
〇
八

冊
を
調
査
し
た
。
た
だ
し
、
個
人
情
報
保
護
の
た
め
、
閲
覧
で
き
な
か
っ
た
簿

冊
も
あ
る
。

４
　「
小
学
校
教
員
臨
時
試
験
検
定
並
無
試
験
検
定
出
願
方
通
知
ノ
件
」
（
京
都
府

立
京
都
学
・
歴
彩
館
所
蔵
、『
教
員
検
定
』
請
求
番
号
昭
一
四
―
〇
〇
八
三
―

〇
〇
二
）。

５
　
た
と
え
ば
一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
三
月
に
実
施
さ
れ
た
臨
時
試
験
検
定
に

お
い
て
は
、
京
都
国
学
院
本
科
卒
業
生
も
そ
の
対
象
と
な
っ
た
（
「
小
学
校
教

員
免
許
状
授
与
ノ
件
」（
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
所
蔵
、
『
小
学
校
教
員
・

幼
稚
園
保
姆
検
定
及
免
許
』
請
求
番
号
昭
〇
四
―
〇
〇
四
八
―
〇
〇
二
）
）
。

６
　「
小
学
校
教
員
臨
時
試
験
検
定
認
定
校
」
な
る
名
称
や
定
義
は
、
井
上
惠
美

子
「『
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
認
定
校
』
の
全
国
的
動
向
」
（
日
本
教
育
学
会

第
七
六
回
大
会
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
配
付
資
料
、
於
桜
美
林
大
学
、
二
〇
一
七

年
）
な
ど
を
参
考
と
し
た
。

７
　
京
都
府
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定
標
準
や
京
都
府
小
学
校
教
員
無
試
験
検
定

内
規
案
の
現
存
状
況
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
１
、
『
美
作
大
学
・
美
作
大
学
短

期
大
学
部
紀
要
』
五
一
を
参
照
さ
れ
た
い
。


